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【機構データ管理部署記入欄】　　受付番号：
	データ管理部署名
	所属長
	担当者

	
	
	


※機構のデータ管理部署は、研究成果物等取扱規程第９条に基づき所属長の承認を得た上でデータを提供してください。
（対象外となるデータ提供の場合には、関係部署への確認および手続き等を行ってください。）
※データ利用誓約書はデータ管理部署で保管してください。
----------------------------------------------------------------------------------------------
データ利用誓約書

海洋研究開発機構　宛

私、利用代表者は、「データ利用に関する同意事項」（別紙）に同意の上、以下のとおり海洋研究開発機構の所有するデータを利用することを誓約します。また、データの適切な利用に関して、責任を担います。

1． 利用代表者
(学生がデータの利用を希望する場合は指導教官を利用代表者とし、学生は共同利用者として記載。)

· 氏名：
· 所属・職名：
· 住所：
· 電話：
· E-mail：

2． 共同利用者
（全員の情報をご記入。複数ある場合には記入欄を追加）

· 氏名：
· 所属・職名：
· 電話：
· E-mail：

3． 利用代表者及び共同利用者に関する確認

（１）上記1.及び2.に非居住者若しくは非居住者の影響を強く受けている居住者（「特定類型」に該当する者という）が一名以上含まれるか。
□はい     □いいえ

（２）上記1.及び2.に国外の機関が一つ以上含まれるか。
□はい     □いいえ

4． 利用するデータの詳細【別添資料：□有　□無】
（データが特定できる情報を記入。必要に応じて資料を添付）
· データの種別：
· 採取航海・潜航ID等：



5． 利用目的




6． 利用概要【別添資料：　□有　□無】
（研究内容やデータ利用方法等、具体的に記載。必要に応じて資料を添付）





7． 利用期間

· 利用開始（YYYY/MM/DD）：
· 〜利用終了（YYYY/MM/DD）：
· ※利用終了日を明確にし、期日までにデータ及びその複製物を消去又は貴機構の指示に従い返却・廃棄し、その旨を報告します。利用期間の延長を希望する場合は改めて手続きをします。

8． 利用承諾を受けた優先使用者の連絡先
（既に利用承諾がある場合に記載。複数ある場合には記入欄を追加）

優先利用者区分：
□ 首席研究者   			□ 課題採択研究者　
□ 主席研究員（共同利用航海）	□ その他（　　　　　　　　　　　） 
氏名：
所属：
電話：
E-mail：

9． 備考（その他、連絡事項等）






〈別紙〉
	データ利用に関する同意事項
第１条（利用目的及び利用範囲）
１．利用代表者および共同利用者（以下、利用者とする）は、データを、本誓約書に記載した利用目的及び利用期間の範囲内でのみ利用します。
２．別の目的で利用する場合又は利用期間の延長を希望する際は、改めて手続を行い貴機構の承諾を得ます。
第２条（利用許諾の性質）
１．データに係る著作権及び、その他学術研究成果を公表する以外の権利は利用者には移転せず、貴機構に帰属することに同意します。
２．データの利用は、非独占的かつ譲渡不能の利用であることを同意します。
第３条（第三者提供等の禁止）
１．データ及びその複製物を共同利用者以外の者に提供、開示又は利用させません。
２．共同利用者以外の者に本データを利用させる場合は、事前に手続を行い貴機構の承諾を得ます。
第４条（適正管理）
１．データは善良なる管理者の注意をもって管理します。
２．データの漏えい、滅失又は毀損が生じ、又はそのおそれがある場合は、直ちに貴機構へ報告します。利用者の責めに帰すべき事由によりこれらが生じ、貴機構に損害が生じた場合、利用者はその損害を賠償します。
第５条（優先使用権を有する者への対応）
公開猶予期間内のデータ又は別に優先使用権を有する者が存在するデータを利用する場合は、貴機構の指示に従い必要な承諾を得ます。
第６条（成果の公表）
１．データを利用して得られた成果を公表する場合は、貴機構所定の方法により出典を明示します。
２．成果の公表時には、機構に対し成果情報を提出します。オンライン公表の場合に、データを特定できる識別子等がある場合、これを当該成果中に明示することで成果情報の提出に代えることがあります。
３．貴機構から求めがあった場合は、成果物を提出します。
第７条（知的財産権）
データの利用により知的財産権の出願等を行う場合は、事前に貴機構へ通知し、取扱いについて協議します。
第８条（法令遵守）
データの利用にあたり、関連する法令、規則及びガイドラインを遵守します。
第９条（保証の否認）
貴機構が、本データの正確性、完全性、有用性、特定目的への適合性その他一切の事項について保証しないことに同意します。
第１０条（責任の所在）
１．データの利用により生じた損害について、貴機構が一切の責任を負わないことに同意します。
２．データの利用に関連して利用者と第三者との間に紛争が生じた場合は、利用者の責任と費用により解決します。
第１１条（利用の停止）
１．本誓約書に違反した場合、又は本誓約書の記載事項に虚偽の記載若しくは重要な事実の不記載があることが判明した場合、貴機構がデータの利用停止及びデータの返却を求めることに同意します。
２．前項に基づき利用停止又は返却を求められた場合、利用者はこれに速やかに従います。
第１２条（将来の利用の取扱い）
利用者が本誓約書に違反した場合又はデータの適正な管理若しくは利用に重大な支障を生じさせた場合には、貴機構が、当該利用者による今後のデータ又は貴機構が管理する他のデータの利用を承諾しないことに同意します。
第１３条（利用終了後の措置）
利用期間終了後又は利用停止の指示を受けた場合は、データ及びその複製物を消去又は貴機構の指示に従い返却・廃棄し、その旨を報告します。
第１４条（費用負担）
データの提供、複製、媒体、提供及び返却時の送料等に要する費用は利用者が負担します。
第１５条（所属・身分の変更）
利用者の所属又は身分に変更があった場合は、速やかに貴機構へ報告します。
第１６条（協議）
本誓約書に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合は、誠実に協議します。
第１７条（存続条項）
第１３条の規定にかかわらず、利用期間終了後も第２条、第６条〜第１２条、第１４条及び第１６条の規定は有効に存続することに同意します。





日付：令和　　年　　月　　日
	利用代表者　




----------------------------------------------------------------------------------------------
【機構より本書類ご提出の方へ】
※記載された個人情報は、海洋研究開発機構個人情報保護管理規程に基づき、安全かつ適正に取り扱います。また、ご提出頂いた個人情報は次の目的のために利用します。（１）データの管理のため（２）問合せ、回答・返信等のため
※下記の①又は②を電子メールに添付し、利用者本人からデータ管理部署（対象となるデータを管理している当機構の部署）に提出してください。
①利用者欄に自署の上、本誓約書の全ページをスキャンした電子ファイル
②法令（電子署名及び認証業務に関する法律）に定める電子署名により利用者本人が署名した本誓約書の電子ファイルなお、電子署名を利用せず署名や印影の画像ファイルが挿入された誓約書は無効とします。
※　別の目的に利用される場合には、改めて「データ利用誓約書」をご提出ください。
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